
埼玉県学校教育情報化推進計画（仮称）有識者意見聴取会 設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 埼玉県学校教育情報化推進計画（仮称）を検討するに当たり、様々な分野か

ら専門的知見を幅広く聴取するため、埼玉県学校教育情報化推進計画（仮称）有識

者意見聴取会（以下「意見聴取会」という。）を設置する。 

 （聴取事項） 

第２条 意見聴取会においては、埼玉県学校教育情報化推進計画（仮称）の策定に当

たり必要な意見を聴取する。 

 （構成） 

第３条 意見聴取会は、次に掲げる者のうちから、別表に掲げる委員をもって構成す

る。 

 一 学識経験者 

 二 学校教育関係者 

 三 保護者 

 四 民間企業関係者 

 （委員） 

第４条 委員は、埼玉県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が決定する。 

２ 委員の任期は、原則として選任の日から翌年度の３月３１日までとする。 

 （会議） 

第５条 意見聴取会は、教育長が招集する。 

 （会議の公開） 

第６条 意見聴取会は、公開とする。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数で

議決したときは、公開しないことができる。 

 （庶務） 

第７条 意見聴取会の庶務は、埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課において処

理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、意見聴取会の運営に関し必要な事項は、教育

長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年１月１０日から施行する。 

 

  



別表 

 氏名 所属等 

学識経験者 益川 弘如 聖心女子大学 教授 

学校教育関係者 下野戸 陽子 本庄市教育委員会 教育長 

 原口 仁 越生町教育委員会 教育長 

 山崎 正義 県立大宮工業高等学校 校長 

 小池 八重子 県立越谷特別支援学校 校長 

 譜久村 淑恵 蕨市立中央東小学校 教諭 

 中川 雄介 加須市立昭和中学校 教諭 

 城島 遥 県立いずみ高等学校 教諭 

 佐藤 裕理 県立越谷西特別支援学校 教諭 

保護者 神田 亜希子 埼玉県高等学校 PTA連合会 副会長 

 曽根 康乃 埼玉県特別支援学校 PTA連合会 会長 

民間企業関係者 佐藤 昌宏 一般社団法人 教育イノベーション協議会 

               代表理事 

デジタルハリウッド大学 教授・学長補佐 

 田中 善将 スクールエージェント株式会社 代表取締役 

関東第一高等学校 情報科 講師 

（敬称略） 

 


